
ゆとり  第37号 
 

発行日：2018年1月26日 
 

発行：広報委員会 院外広報担当 

医療法人積仁会 島田総合病院 情報機関誌 

（理 念） 

  地域の基幹病院として、患者様に信頼され、 

  愛され、満足される、質の高い医療を目指します。 

（基本方針） 

  1. 高度医療の充実 

  1. 高齢化社会への対応 

  1. 予防医学の充実 

    を目指した、「手作りの医療」を心がけています。 
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 「当院の災害対策についての取り組み」 

 「赤ちゃんの聴覚検査開始のご案内」 

＊＊ Topics ＊＊ 

TOPICS 1 

当院ホームページ用QRコード 

TOPICS 2 

お知らせ 

 当院ホームページリニューアルについて 

   当院を利用される方への情報発信ツールでもあるホームページを、より解りやすく、更に充実させる 

   ため、完全リニューアル作業を行っています。 

   ※掲載開始は2月中旬を予定しております。 

    【リニューアルのポイント】 

      ①ワイドモニタに対応したウェブページへと変更 

      ②スマホに対応したウェブページを新たに制作 



「当院の災害対策についての取り組み」 TOPICS 1 

病院は、年2回の防災訓練が義務づけられています。 

当院では、毎年９月に『総合防災訓練』、１月に『夜間防災訓練』を実施しております。 

今回は、昨年９月に行なわれた『総合防災訓練』の様子をご紹介します。 

避難訓練 

職員が患者様役を実演し４人がかりで避難させます 

当院では、毎年、銚子消防署のご協力の下、ポンプ放水訓練やはしご車による救出訓練等を行なって 

います。訓練の様子は北側駐車場（第３駐車場）より見学も出来ます。 

                                 （見学の際は、消防隊の指示に従ってください） 

消火訓練 

火災の発生場所まで消火器を持ち急行します！ 

放水訓練 

銚子消防署の隊員による放水訓練 

救出訓練 

5階から地上まで、はしご車による救出訓練 



「当院の災害対策についての取り組み」 TOPICS 1 

     Point①  ライフラインの確保 

地域における病院の役割や院内における個々の役割がはっきりすると、実際に災害が起こった時に「何を行なうべき 

か？」がはっきりし、より的確な対応が出来るようになります。 

また、災害時にライフラインを守る発電機や専用水道、その他設備の整備をしっかりと行う事も重要です。 

何時起こるか分からない災害だからこそ、日頃の対策を重ねる事が大切だと考えています。 

当院では、災害時に停電しても３台ある『非常用発電機』

により、最低限の電力は確保できます。また、水に関して

も専用のプラントを完備しており発電機が回っている限り

水を供給できます。 

非常用発電機です。 

タンクの軽油と備蓄してある軽油で 

約３日間発電する事が可能です。 

     Point②  災害時対応エレベーターの完備 

リニューアル完了したB棟エレベーターです。 

災害時には安全に避難出来るようになっています。 

災害時仕様となっていなかったＡ棟のエレベーターとＢ棟の小型エレベーター

のリニューアル工事が完了し、全館のエレベーターが災害対応となりました。 

地震や火災などの災害時に、最寄の階まで運転、自動停止し避難が出来るよう

になりました。 

     Point③  院内照明設備を全館ＬＥＤ化 

院内照明を全館ＬＥＤ化しました。 

より明るく、環境に配慮しながら節電に努めます。 

LED化により、環境に優しく院内もより明るくなりました。 



 「赤ちゃんの聴覚検査開始のご案内」 TOPICS ２ 

私たちが生活す

る中できこえて

くる様々な音や

音楽は心を育て

楽しさを与えて

くれます 

初めて聞くのは 

どんな音？ 

お母さんの声は 

赤ちゃんの言葉と 

心を育てます 

産婦人科で『聴覚検査』が始まりました 

赤ちゃんの聴力検査をしましょう 

◎赤ちゃんはお母さんのおなかの中にいる時から、お母さんやお父さん・お兄ちゃんやお姉 

 ちゃん達の話しかける言葉を聞いて育っています。これらは脳に学習されて言葉を覚える 

 能力が発達していきます。 

 また、お母さんが話しかける言葉は赤ちゃんを安心させて情緒を発達させます。 

◎言葉の発達は2歳に近づくと本格的に始まりますので、赤ちゃんがおなかの中にいる時か 

 ら1歳半ころまでは 大変重要な時期だと言われています。 

 ところが、実際には2～3歳になって言葉が遅れることで難聴に気がつくケースが多いの 

 です。大切な時期によく聞こえずに過ごしてしまうと、言葉を覚えたり音を聞き分ける能 

 力や情緒が充分に発達できないおそれもあります。 

◎難聴がより早く発見できれば，治療とトレーニングによって言葉の遅れを最小限にするこ 

 とができます。 

 

 聴力の検査は早ければ早いほどよく、入院中に検査を行います。 

赤ちゃんの聴力検査は 

なぜ必要なの？  

ご注意：赤ちゃんの聴覚検査は健康診断と同じで健康保険の対象には成りません 


